
武
将
封
策
の
一
環
と
し
て
観
た
る

張

兵

卒

Jチ己
{三又

富

出

の

序

一一一白

富
卒
の
役
と
は
、
西
紀

一一

三
O
年
(
南
宋

・
建
炎
四
年
、
金

・

天
曾
八
年
)
九
月
、
映
西
省
耀
州
富
卒
鯨
に
於
い
て
、
宋
・
金
南
園

の
犬
兵
力
が
激
突
し
、
宋
側
の
惨
敗
に
彩
っ
た
載
で
あ
り
、
載
の
規

模
、
宋
側
の
積
極
的
な
行
動
及
び
そ
の
結
果
生
じ
た
支
配
領
域
の
饗

化
か
ら
見
て
も
宋
金
交
戟
期
に
お
け
る
特
筆
す
べ
き
戟
と
し
て
戟
略

的
且
つ
政
治
的
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
の
特
筆
す
べ

き
戟
を
計
重
し
た
南
宋
大
政
治
家
の
一
人
張
波
の
行
動
に
つ
い
て
、

南
宋
新
政
権
に
封
し
と
か
く
懐
疑
的
で
あ
っ
た
挟
西
武
将
群
及
び
四

川
官
僚
群
の
動
き
を
配
慮
し
つ
つ
考
説
を
進
め
た
も
の
で
あ
る
。
就
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中
此
の
出
兵
策
に
賞
す
る
侠
西
武
将
群
の
猛
反
封
、
そ
れ
に
も
拘
ら

ず
出
兵
を
断
行
し
得
た
張
波
の
行
動
は
深
い
政
治
的
背
景
の
所
在
を

策

山

正

博

内

不
勉
強
を
も
省
り
み
ず
愚
考
を
致
し

暗
示
し
、
こ
こ
に
浅
撃
非
才
、

た
所
以
が
あ
る
が
、
大
方
の
御
批
正
を
得
て
至
ら
ざ
る
所
を
補
足
出

来
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

-37ー

富
卒
出
兵
に
闘
す
る
武
将
群
の
反
封

明
受
の
乱
の
卒
定
や
活
理
の
諒
滅
に
よ
っ
て
一
躍
そ
の
政
治
的
力

量
を
買
わ
れ
た
張
波
は
、
建
炎
三
年
七
月
、
宣
撫
慮
置
使
と
し
て
機

幕

・
幕
将
群
並
び
に
千
五
百
人
の
親
兵

・
騎
三
百
を
従
え
、
時
債
二

百
二
十
高
絡
に
及
ぶ
度
借
牒
の
他
、
紫
衣
・
師
践
を
携
行
し
て
行
在

を
出
費
し
、
途
中
湖
北

・
京
西
方
面
の
諸
勢
力
を
招
定
し
つ
つ
長
江

よ
り
漢
水
を
経
て
コ
一
ヶ
月
後
の
同
年
十
月
、
開
侠
の
要
衝
興
元
府
に

入
っ
た
。
所
が
建
炎
以
来
繋
年
要
録
(
叫
略
糊
)
省
二
八

・
同
月
戊

成
の
傑
に
は
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知
橿
密
院
事
宣
撫
据
置
使
張
波
至
興
元
。
中
略
。
波
又
以
武
功

大
夫
忠
州
防
御
前使
本
司
前
軍
統
制
王
彦
篤
利
州
路
兵
馬
鈴
轄。

俊
初
至
漢
中
。

問
諸
将
以
大
翠
之
策
。

彦
目
。

「
侠
西
兵
将

上
下
之
情
皆
未
相
遇
。
若
少
有
不
利
。
則
五
路
倶
失
。
不
若
且

屯
兵
利

・
閲

・
興

・
洋
。
以
固
根
本
。
若
敵
人
侵
犯
。
則
撤
諸

将
帥
。
互
角
臆
援
以
禦
敵
。
活
不
挺
。
亦
未
至
矯
大
失
也
。」

時
俊
之
幕
客
皆
軽
鋭
。
聞
彦
之
一言。

相
覗
而
笑
。
彦
以
言
不
行

。
卸
求
去。

故
後
因
而
授
之
。

と
あ
り
、
彼
が
早
速
諸
将
を
集
め
て
進
取
の
策
を
議
し
た
こ
と
、
使

司
前
軍
統
制
の
王
彦
が
侠
西
の
兵
将
の
上
下
の
惰
が
未
だ
通
じ
て
い

な
い
こ
と
を
理
由
に
根
本
を
固
め
る
慎
重
論
を
持
し
て
反
射
し
た
乙

と
、
そ
れ
が
気
鋭
の
幕
客
達
の
物
笑
い
と
な
り
、
憤
然
と
し
た
王
彦

が
そ
の
職
を
僻
し
、
利
州
路
兵
馬
鈴
轄
と
し
て
出
成
し
た
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
富
卒
出
兵
の
約
一
年
前
、
張
油
伎
が
現
買
に
提

議
し
た
最
初
の
出
兵
策
で
あ
り
、
背
後
に
は
微
妙
な
政
治
的
意
圃
が

感
じ
ら
れ
る
に
せ
よ
、

と
も
か
く
河
東
の
大
姓
に
生
れ
八
字
軍
と
呼

ば
れ
る
勤
王
軍
を
組
織
し
て
金
箪
を
屡
々
苦
し
め
た
経
躍
を
も
っ
王

彦
の
慎
重
論
は
儲
か
に
聴
く
べ

き
所
が
あ
り
、
波
が
着
任
早
々
で
あ

り
、
し
か
も
快
西
経
略
使
群
を
改
易
し
て
聞
も
な
い
情
勢
か
ら
判
断

し
て
も
、

そ
れ
は
妥
嘗
な
意
見
と
し
て
客
観
性
を
も
つ
も
の
と
思
わ

れ
る
が
、
波
は
採
用
し
な
か
っ
た
。

し
か
し
出
兵
を
断
行
す
る
に
も

至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
所
が
翌
年
入
月
に
な
る
と
後
の
こ
の
出

兵
策
は
再
燃
し
、
右
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
程
多
数
の
反
封
が
あ
っ
た

に
も
拘
ら
ず
途
に
そ
の
反
封
策
を
押
え
て
出
兵
に
迄
踏
み
き
っ
た
の

で
あ
っ
て
、
こ
の
時
の
主
な
反
封
者
は
武
将
の
曲
端

・
呉
折
、
幕
客

の
劉
子
羽

・
楊
昆
惇
ら
で
あ
っ
た
が
、
中
で
も
侠
西
第

一の
兵
法
家

と
し
て
将
兵
の
信
望
を
集
め
て
い
た
曲
端
の
反
封
は
最
も
激
烈
で
あ

り
、
要
録
省
三
六
a

同
月
突
未
の
傑
に

0
0
 

9
0
 

上
略
。

(
張
俊
)
召
諸
終
議
出
師
。
都
統
制
武
威
大
将
軍
宣
州

観
察
使
曲
端
目
。

「
卒
原
質
野
。
敵
便
於
衝
突
。
而
我
軍
未
嘗

習
戟
。
B
金
人
新
造
之
勢
。
難
輿
字
鋒
。
宜
訓
兵
株
馬
。
保
磁

而
己
。
倹
十
年
乃
可
議
戦
。」
中
略
。
(
張
〉
彬
一全
滑
見
端
。
問

日

「
公
嘗
患
諸
路
兵
不
得
輩
合
。
及
財
物
不
足
以
供
軍
。
今

張
公
之
来
。
兵
己
合
。
用
己
足
。
洛
索
孤
軍
深
入
吾
境
。
我
合

諸
路
。
攻
之
不
難
。
失
ム
「
不
躍
。
若
尼
璃
晴
併
兵
而
来
。
何
以

待
之
。」
端
目
。
「
不
然
。
兵
法
先
較
彼
己
。
必
先
計
吾
不
可
勝
。

輿
敵
之
可
勝
。
今
敵
可
勝
。
只
洛
索
孤
軍
一
事
。
然
彼
兵
伎
之

習
。
戟
士
之
鋭
。
分
合
之
熟
。
無
異
前
日
。
我
不
可
勝
。
亦
只



合
五
路
之
兵
一
事
。
然
将
帥
移
易
。
士
不
素
練
。
兵
終
未
嘗
相

識
。
所
以
待
敵
者
。
亦
未
見
有
大
異
於
前
目
。
高
一
軽
翠
。
脱

不
如
意
。
雄
有
智
者
。
無
以
善
其
後
。
叉
自
敵
入
犯
。
因
糧
於

我
。
彼
去
来
自
如
。
而
我
自
救
不
暇
。
是
以
我
常
震
客
。
彼
常

震
主
。
今
宮
反
之
。
精
練
士
卒
。
案
兵
接
除
。使
我
常
有
不
可
勝

之
勢
。然
後
徐
出
偏
師
。
停
出
必
有
所
獲
。
彼
所
謂
闘
中
陸
海
者
。

春
不
得
耕
。
秋
不
得
穫
。
則
必
取
糧
於
河
東
。
是
我
矯
主
。
彼
篤

客
。
不
一
二
年
。
必
自
国
弊
。
因
而
乗
之
。
可
一
一
挙
滅
失
。
」
云
々
。

と
あ
っ
て
そ
の
意
見
が
見
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
兵
法
に
立
脚
し
、

現
買
の
彼
我
の
買
力
に
封
す
る
冷
徹
な
分
析
か
ら
始
ま
る
所
の
如
何

に
も
兵
法
家
に
相
醸
し

い
堂
々
た
る
意
見
で
あ
っ
た
こ
と
を
察
す
る

こ
と
が
出
来
る
。
そ
う
し
て
北
宋
以
爽
専
ら
遼
・
西
夏
の
侵
入
防
禦

を
目
的
と
し
て
訓
練
さ
れ
、
且
つ
方
勝
以
来
の
中
央
よ
り
の
相
縫
ぐ

動
員
に
勢
力
を
急
減
し
た
結
果
、
背
後
か
ら
襲
っ
た
金
の
陳
西
攻
略

の
箪
に
劃
し
て
自
ら
の
接
黙
を
守
り
つ
つ
ゲ
リ
ラ
的
反
抗
を
績
け
る

の
に
手
一
杯
で
あ
っ
た
侠
西
諸
軍
の
現
賞
、
叉
そ
の
諸
軍
を
指
揮
し
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て
と
も
か
く
も
そ
れ
迄
侠
西
の
大
部
分
を
維
持
し
績
け
た
彼
の
戦
法

や
戟
歴
か
ら
見
て
も
、
こ
の
反
封
論
が
、
裏
面
に
は
確
か
に
後
に
謝

す
る
個
人
的
反
感
を
含
む
に
せ
よ
、
尚
且
つ
首
時
の
現
賞
に
謝
し
て

一
躍
の
客
観
性
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
察
知
出
来
る
が
、

方
張
波
か
ら
抜
擢
さ
れ
、
武
将
と
し
て
は
む
し
ろ
端
と
は
逆
の
立
場

に
あ
っ
た
呉
新
す
ら
、
富
一
中
出
兵
に
就
い
て
は
要
録
の
同
篠
に

上
略
。
秦
鳳
路
馬
歩
軍
副
総
管
右
武
大
夫
忠
州
刺
史
奥
品
川
目
。

不
能
馳
突

互王

様我
嵯師
峨便
之官与

吟註
守寸

事敵
之雄

地襲
敵里
町周
大厚
至宅
決

「
高
山
峻
谷
。

終

不
容
字
此
土
。
」
云

。々

と
あ
る
如
く
、
宋
箪
に
有
利
な
高
山
峻
谷
の
険
に
擦
っ
て
ゲ
リ
ラ
的

抵
抗
を
行
う
可
し
と
結
局
は
端
に
鯖
一
す
る
意
見
を
以
て
反
封
し
て

い
る
こ
と
は
、
更
に
そ
の
客
観
性
を
裏
付
け
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

- 39ー

呉
新
も
以
前
は
曲
端
の
指
揮
下
に
在
り
、
猛
終
と
し
て
金
軍
の
攻
撃

を
粉
砕
し
た
経
験
を
も
ち
、
従
っ
て
金
軍
の
特
質
を
瞳
得
し
て
い
た

も
の
と
見
て
よ
く
、

こ
の
貼
王
彦
や
曲
端
ら
と
軌
を
一
に
し
て
い

た
。
即
ち
彼
等
は
金
軍
の
恐
る
可
き
賓
力
を
瞳
感
し
、

そ
の
攻
撃
を

押
え
る
方
法
に
つ
い
て
も
、
叉
宋
軍
の
弱
貼
に
つ
い
て
も
こ
れ
迄
の

経
験
を
遁
じ
て
熟
知
し
て

い
た
が
故
に
、
危
険
な
行
動
に
謝
し
て
は

極
め
て
慎
重
で
あ
り
、

そ
れ
が
如
上
の
反
封
論
を
彼
等
に
展
開
さ

せ

そ
の
反
封
論
に
客
観
性
の
認
め
ら
れ
る
所
以
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
所
が
こ
れ
に
謝
し
て
出
兵
策
を
進
め
た
張
波
は
文
臣
で
あ
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り
、
た
と
え
苗
侍
や
活
現
の
如
き
園
内
乱
賊
の
銀
座
に
武
将
の
指
揮

者
と
し
て
の
経
験
は
あ
っ
て
も
、
直
接
責
任
者
と
し
て
金
軍
と
封
決

し
た
こ
と
は
な
く
、
殊
に
侠
西
方
面
の
戦
略
的
利
害
の
認
識
に
お

い

て
は
到
底
曲
端
ら
現
地
在
住
の
武
将
達
の
右
に
出
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
ω

従
っ
て
そ
の
よ
う
な
張
俊
の
戟
略
に
左
右
さ
れ
て
自
ら
の
運

命
を
賂
さ
ね
ば
な
ら
な
い
此
の
出
兵
策
に
彼
等
が
猛
然
と
反
封
を
し

た
の
は
む
し
ろ
笛
然
と
も
云
え
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
や
が
て
過

去
何
回
と
な
く
文
臣
の
指
揮
に
従
っ
て
行
動
し
た
際

一
度
の
勝
利

も
校
め
得
て
い
な
い
と
云
う
貫
縞
と
相
候
っ
て
、

三
割
北
盟
合
同
編

九
以
後
曾
編
J

{と
略
構
)
・
建
炎
四
年
九
月
二
十
三
日
の
僚
に

上
略
。
是
時
大
翠
之
議
己
定
。
雄
三
尺
之
重
。
皆
知
其
不
可
。

幕
客
輿
兵
持
。

皆
心
知
其
非
。

而
口
不
敢
言
。

唯
諾
相
際
和

者
。
十
八
九
。
云
々

。

と
あ
る
如
く
、
各
層
の
賢
汎
な
疑
議
を
喚
起
す
る
結
果
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。

以
上
張
波
の
出
兵
策
に
封
し
曲
端
を
始
め
と
す
る
武
将
群

・
幕
客

達
が
一

酉
に
劇
し
い
反
封
の
態
度
を
示
し
た
こ
と
が
理
解
せ
ら
れ

た
。
か
よ
う
な
猛
反
封
を
省
り
み
ず
強
引
に
自
説
を
敢
行
す
る
こ
と

は
、
高
一
そ
れ
が
失
敗
に
終
っ
た
場
合
恐
る
可
き
結
果
を
招
く
も
の

で
あ
り
、
更
に
戟
略
に
か
け
て
鋒
々
た
る
専
門
家
が
奉
っ
て
反
封
し

て
い
る
こ
と
は
、

そ
れ
が
失
敗
に
終
る
可
能
性
を
暗
示
す
る
も
の

で
あ
る
。
然
る
に
張
凌
は
断
乎
と
し
て
出
兵
し
、
右
の
曾
編
の
記
事

に
も
見
え
る
如
く
、
内
心
疑
議
を
抱
き
な
が
ら
も
結
局
大
部
分
の
武

将
達
は
そ
の
出
兵
に
隠
じ
て
い
る
。
然
ら
ば
こ
れ
は
一
瞳
如
伺
な
る

根
援
に
基
く
現
象
で
あ
っ
た
の
か
。
以
下
こ
れ
等
の
諸
貼
に
つ
い
て

逐
次
考
説
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

出
兵
理
由
と
し
て
の
准
上
金
軍
の
牽
制

出
兵
理
由
と
し
て
先
ず
第
一
に
家
げ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
張
波
自
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身
の
示
し
た
見
解
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
要
録
容
三
六

・
建
炎
四
年
八

月
発
未
の
篠
に

上
略
。
初
(
張
)
俊
之
西
行
也
。
上
命
波
三
年
而
後
用
師
進
取
。

及
是
金
左
臨
軍
昌
輿
完
顔
宗
弼
皆
在
准
東
。
約
秋
高
入
犯
。
竣

聞
宗
弼
時
踏
准
上
。
度
必
再
犯
東
南
。
議
出
師
分
携
其
勢
。
中

略
。
参
議
軍
事
徽
猷
閣
待
制
劉
子
羽
宗
之
目
。「
相
公
不
記
臨
行

天
語
乎
。」
波
日

「
事
有
不
可
拘
者
。
般
如
高

一
有
前
日
海

道
之
行
。
費
生
不
測
。
吾
憐
雄
欲
復
蹄
侠
西
。
続
令
諸
勝
。
其

可
得
乎
。
」
云
々

。



と
あ
る
如
く
で
あ
り
、
即
ち
此
の
時
准
土
に
緋
佃
し
て
い
た
金
軍
を

此
の
出
兵
に
よ
っ
て
快
西
方
面
に
牽
制
し
、
金
軍
の
渡
江
侵
入
を
未

然
広
防
止
す
る
と
云
う
の
が
主
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
得
る
。

そ
う
し
て
少
く
と
も
八
月
初
旬
迄
は
金
持
の
国
(
撞
慨
)
も
宗
弼

〈
冗
尤
〉
も
准
東
方
面
に
在
っ
た
の
科
九
月
二
十
日
の
富
卒
の
役
に

は
宗
弼
の
参
加
が
見
ら
れ
、

E
つ
合
同
編
倉
一
四
三

・
建
炎
四
年
十
一

月
十
七
日
の
篠
に

撞
備
既
得
楚
州
。
有
再
謀
渡
江
之
意
。
欲
耕
地
矯
守
。
途
率
軍

高
人
。
陥
泰
州
而
屯
駐
。

と
あ
っ
て
撞
欄
の
渡
江
意
志
が
俸
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
此
の
張

後
の
見
解
を
裏
書
き
す
る
も
の
と
思
わ
れ
、
こ
の
こ
と
か
ら
要
録
の

著
者
李
心
待
も
そ
の
著
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
甲
集
容
十
九
「
富
卒
之

役
」
の
項
に

上
略
。
途
合
戟
子
富
卒
。
然
是
冬
。
達
関
不
能
渡
江
。
而
快
服

之
師
。
途
矯
羅
索
(
婁
室
)
所
敗
。
中
略
。
時
人
皆
以
此
答

公
。
特
未
知
其
本
心
繭
。

と
し
て
張
竣
の
行
動
を
容
認
し

E
つ
瞬
間
護
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
即

ち
以
上
に
よ
れ
ば
こ
の
張
波
の
出
兵
理
由
は
極
め
て
明
確
で
あ
り

41 

且
つ
南
宋
の
椋
を
食
む
官
僚
と
し
て
高
人
を
納
得
せ
し
め
る
大
義
名

分
を
有
し
、
今
更
何
も
こ
れ
に
謝
し
て
附
言
す
る
こ
と
は
な
い
よ
う

で
あ
る
。
所
が
宋
史
容
四
三
入
李
心
待
停
に
は

上
略
。
心
待
有
史
才
。
通
故
買
。
然
其
作
奥
猫

・
項
安
世
停
。

褒
毘
有
悌
乗
筆
之
旨
。

蓋
其
志
常
重
川
萄
。

而
簿
東
南
之
士

一一品
。
一一品々

。

と
あ
り
、
彼
が
同
郷
人
と
し
て
川
賓
の
士
を
重
ん
じ
た
こ
と
が
見
え

て
居
秒
、

・而
も
張
波
は
同
書
単
位
三
六
一
張
竣
停
に

字
徳
遠
。
漢
州
綿
竹
人
。

張
波
。

唐
宰
相
張
九
齢
弟
九
皐
之

後
。
父
威
。
翠
進
士
賢
良
南
科
。
云
々
。

と
あ
る
如
く
萄
の
名
家
の
出
身
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
心
待
の
張
凌
評

に
は
そ
れ
を
そ
の
健
信
用
し
難
い
馳
の
あ
る
こ
と
が
、
理
解
さ
れ
る

-41ー

が
、
事
官
曾
編
倉
一
四
二

・
建
炎
四
年
九
月
二
十
三
日
の
篠
に
見
え

る
富
卒
之
役
の
叙
述
に
よ
っ
て
著
者
徐
夢
宰
の
見
解
を
問
え
ば

或
有
以
諸
葛
孔
明
比
渡
者
。
幕
客
以
矯
識
而
怒
之
。
彼
目
。
「
非

敢
議
也
。
孔
明
謄
饗
将
略
非
其
所
長
崎
是
以
似
之
。」

と
い
う
議
論
を
以
て
結
論
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て

そ
の
批
判
は

痛
烈
を
極
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
李
心
停
に
よ
っ
て
支
持

さ
れ

一
見
議
論
の
徐
地
な
し
と
見
ら
れ
た
張
波
の
出
兵
理
由
に

も
、
更
に
精
密
な
情
勢
分
析
が
要
求
さ
れ
る
の
は
嘗
然
で
あ
る
。
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イ

金
園
の
封
宋
軍
事
方
針
の
饗
化

統
に
張
邦
昌
を
附
立
し
て
失
敗
し
た
金
閣
は
、
そ
の
年
の
冬
、
侠

西
方
面
の
経
略
を
第

一
と
す
る
左
副
元
帥
宗
翰
及
び
そ
の一

波
の
意

見
を
斥
け
て
、
高
宗
迫
撃
に
主
力
を
注
ぐ
強
力
な
軍
事
行
動
を
再
開

し
、
戟
線
は
忽
ち
京
東

・
京
西
の
諸
郡
か
ら
准
南
方
面
へ
と
績
が

り
、
建
炎
三
年
二
月
に
は
高
宗
を
途
に
長
江
以
南
に
追
い
落
す
迄
と

な
っ
た
が
、
翌
三
月
漢
人
劉
橡
を
知
東
卒
府
と
し
て
醤
河
以
南
の
統

叫

治
を
委
ね
、
や
が
て
そ
れ
は
此
の
年
の
冬
勇
将
宗
弼
ら
の
渡
江
強
襲

こ
よ
る
高
宗
迫
惣
が
失
敗
し
、
剰
え
そ
の
退
路
を
宋
将
緯
世
忠
ら
に

遮
断
さ
れ
て
結
局
得
る
所
が
殆
ん
と
な
か

っ
た
と
い
う
に
が
い
経
験

を
積
ん
だ
後
、
卸
ち
翌
年
五
月
宗
翰
ら
に
よ
る
湾
国
建
設
の
議
の
決

定
、
七
月
川
文
の
降
下
、
九
月
劉
珠
の
受
附
と
な
っ
て
、
漢
人
を
利

用
す
る
着
賞
な
占
領
地
経
営
方
針
が
封
宋
政
策
に
お
い
て
強
調
さ
れ

こ
の
方
針
は
嘗
初
卒
宋
後
の
計
置
と
さ
れ
た

る
こ
と
と
な
っ
た
。

が
、
そ
れ
が
急
に
質
現
さ
れ
た
こ
と
は
、
複
雑
な
背
後
の
政
治
事
情

は
と
も
か
く
、
渡
江
の
経
験
に
基
く
東
南
攻
撃
の

一
路
の
断
念
を
示

す
も
の
で

あ
り
、

一
方
叉
宗
翰
が

以
前
か
ら

主
張
し
て
い
た
西
夏

牽
制
を
理
由
と
す
る
快
西
総
攻
撃
の
開
始
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
就
中
後
者
は
金
史
容
三

・
太
宗
紀

・
天
曾
八
年
七
月
辛
亥
傑
に

先
遣
婁
室
経
略
陳
西
。
所
下
城
巴
叛
服
不
常
。
其
監
戟
阿
虚
補

請
盆
兵
。
帥
府
曾
諮
終
議
目
。

「
兵
威
非
不
足
。
緩
慢
之
道
有

所
未
設
。
誠
得
位
望
隆
重
思
威
粂
演
者
以
往
。
可
指
日
而
定
。

若
以
皇
子
右
副
元
帥
宗
輔
往
篤
宜
。」
以
問
。
詔
目
。
「
婁
室
住

者
所
向
嗣
克
。
今
使
専
征
快
西
。
掩
延
未
定
c

宣
倦
子
兵
而
自

同

愛
耶
。
閥
映
重
地
。
卿
等
其
数
力
鷲
。
」

と
あ
る
如
く
、
現
貫
の
政
策
と
し
て
決
定
さ
れ
た
が
、
時
期
及
び
高

宗
迫
撃
の
た
め
従
来
の
主
張
を
果
し
得
な
か

っ
た
宗
翰
の
立
場
等

そ
れ
が
斉
園
建
設
と
密
接
な
連
闘
の
あ
る
こ
と
を
確
認
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か
ら
み
て、

し
得
る
。
思
う
に
笛
初
破
竹
の
勢
で
進
撃
し
た
金
箪
も
、
戦
線
の
扱

大
に
伴
う
兵
力
の
不
足
及
び
日
増
し
に
劇
し
さ
を
加
え
て
き
た
宋
側

の
抵
抗
に
遭
っ
て
各
地
で
戟
線
の
腰
着
吠
態
を
来
し
、
就
中
渡
江
強

襲
の
失
敗
は
此
れ
以
上
の
南
方
攻
略
の
績
行
に
重
大
な
疑
議
を
生
じ

た
。
そ
れ
故
一
方
に
於
い
て
斉
園
建
設
を
促
進
し
て
河
南

・
山
東
方

面
を
着
質
に
把
握
し
、
以
て
宋
に
封
す
る
備
え
と
す
る
と
同
時
に
、

方
で
は
主
力
を
快
西
方
面
に
注
ぎ
、
建
設
し
た
斉
園
に
封
し
て
西
方

よ
り
の
脅
威
を
除
く
と
共
に
戟
線
の
腰
着
欣
態
を
打
破
し
て
出
滞
し

た
士
需
を
再
興
す
る
一
助
と
す
る
と
云
う
の
が
、
こ
の
努
園
建
設
及



び
封
宋
軍
事
方
針
の
輔
換
を
政
策
と
し
て
採
用
し
た
最
大
の
理
由
で

あ
り
、
且
つ
箪
事
方
針
の
碍
換
が
斉
園
建
設
の
進
行
と
連
関
し
て
見

ら
れ
る
所
以
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
す
れ
ば
か
か
る
政
策
の
動

攻き
撃か
をら
国見
責て

2富
針卒
と自

主意
進去

予孟
レ園
よ
つ前

キ帯
"三'"
争議
息に

王寺飽
刀〉く

あ迄
つ渡
7こ江

と
は
思
わ
れ
ず
、
事
賞
此
の
年
の
冬
は
勿
論
、

そ
れ
以
後
も
途
に
金

軍
は
長
江
以
南
の
土
を
踏
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
ーる
。
以
上
の
観
酷
か

ら
此
の
時
貫
際
に
准
南
に
あ
り
秋
高
入
犯
を
約
し
た
と
云
わ
れ
る
宗

弼

・
撞
悩
二
勝
の
動
き
を
検
討
す
る
に
、
宗
弼
の
場
合
、
韓
世
忠
の

激
し
い
抵
抗
を
排
除
し
て
長
江
を
渡
り
よ
う
や
く
准
西
の
六
合
鯨
に

迄
辿
り
着
い
た
の
が
五
月
で
あ
る
お
そ
の
後
も
曾
編
巻
一
四
了

建
炎
四
年
八
月
十
日
の
篠
に

瓦
北
自
建
康
回
箪
至
六
合
牒
。
欲
護
舟
船
取
楚
州
路
行
。
而
趨

立
在
楚
州
。
落
慶
在
高
郵
軍
。
舟
船
不
可
輩
。
放
冗
北
駐
軍
六

合
。
未
得
舗
。
云
々

。

と
あ
る
如
く
、
宋
の
鎮
撫
使
越
立

・
藤
慶
ら
の
た
め
に
婦
路
を
阻
ま

れ
て
苦
じ
ん
で
居
り
、
こ
れ
等
の
に
が
い
龍
験
が
途
に
勇
将
宗
弼
を
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し
て
金
史
巻
七
七
、
劉
橡
停
に

初
宗
弼
自
江
南
北
還
。

再
議
以
伐
宋

宗
翰
持
入
朝
。

上
略
。

事
。
宗
翰
堅
執
以
矯
可
伐
。
宗
弼
目
。

「
江
南
卑
滅
。
今
士
馬

困
懲
。
糧
儲
未
豊
足
。
恐
無
成
功
。
」
宗
翰
目
。
「
都
監
務
倫
安

爾
。
」
云
々
。

と
あ
る
如
く

江
南
攻
撃
を
蹟
踏
せ
じ
め
る
に
至
っ
た
所
以
と
思
わ

れ
る
が
、
如
上
の
扶
態
に
あ
る
宗
弼
に
再
度
の
渡
江
侵
犯
を
敢
行
す

る
意
志
が
あ
っ
た
と
は
先
ず
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
此
の
直
後
、

宗
輔
に
従
っ
て
映
西
攻
撃
軍
の
主
力
に
参
加
し
た
の
は
、
彼
の
場
合

願
っ
て
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
他
方
撞
憾
の
場
合

彼
に
渡
江
の
意
志
有
り
と
さ
れ
た
の
は
富
卒
出
兵
の
二
ヶ
月
後
、
卸

輔

ち
彼
が
四
十
徐
日
を
費
し
て
よ
う
や
く
楚
州
城
を
屠
り
長
江
沿
岸
に

迄
達
し
得
た
時
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
出
兵
の
議
が
行
わ
れ
た
頃
は

た
と
え
意
志
が
あ
っ
た
と
し
て
も
可
能
性
は
全
く
未
知
数
で
あ
り
、

そ
の
意
志
も
、
劉
晴
嵐
を
力
薦
し
て
斉
園
建
設
に
努
力
し
て
い
る
こ

と
咽
楚
州
落
城
時
の
混
凱
に
乗
じ
て
従
軍
し
て
い
た
和
卒
論
者
の
秦

檎
の
鯖
園
に
機
曾
を
奥
え
、
そ
の
後
も
彼
を
通
じ
て
和
議
を
積
極
的

闘

に
進
め
た
こ
と
、
楚
州
の
例
に
も
明
か
な
如
く
、
武
将
と
し
て
の
才

- 43ー

腕
は
到
底
宗
弼
の
敵
で
は
な
か
っ
た
こ
と
等
の
諸
酷
か
ら
見
て
、
如

何
程
の
員
貫
性
が
あ
っ
た
か
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
蔦
一
そ
の
意
志
が

異
質
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
既
に
謝
宋
政
策
が
先
述
の
如
く
決
し
て
い
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る
以
上
、

そ
れ

そ
れ
は
飽
く
迄
一
途
将
の
個
人
的
意
志
に
過
ぎ
ず
、

を
以
て
金
圏
全
樫
の
動
向
と
す
る
の
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て

張
波
が
出
兵
理
由
の
根
嫁
と
し
た
准
上
金
軍
の
質
態
が
以
上
の
如
く

で
あ
り
、
B
つ
叉
大
き
く
縛
換
し
つ
つ
あ
っ
た
金
闘
の
封
宋
方
針
を

そ
の
背
景
と
し
て
考
え
る
時
、
金
園
の
動
向
を
挺
え
た
張
俊
の
分
析

に
些
一
か
巌
密
を
飲
く
黙
の
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ

λ

ノ
。

ロ

東
南
政
府
の
事
情

如
何
に
金
聞
の
情
勢
が
如
上
の
方
向
を
示
し
た
と
し
て
も
、
南
宋

側
が
渡
江
侵
入
の
危
険
性
を
慮
っ
て
そ
の
封
策
に
狂
奔
し
た
の
は
嘗

然
で
あ
っ
て
、
特
に
前
年
の
失
敗
に
鑑
み
、
建
炎
四
年
に
は
、
主
防

論
者
と
し
て
主
去
論
者
の
呂
願
浩
に
代
り
宰
相
の
椅
子
に
就
い
た
斑

同

宗
罪
に
よ
っ
て
、
准
南

・
京
西
方
面
の
自
立
的
諸
勢
力
を
組
織
し
て

東
南
の
防
墜
と
す
る
鎮
撫
使
群
の
列
置
を
始
め
、
園
軍
の
改
編
、
沿

江
三
大
帥
の
創
設
も
具
髄
的
現
質
的
な
諸
策
が
断
行
せ
ら
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
政
府
は
金
軍
侵
入
の
危
険
性
を
濠
想
し
た
か
ら
こ
そ

た
だ
漠
然
と
兵
を
取
県
め
長
江
の
水
を
侍
ん
で
備
え
と
し
た
前
年
と
は

比
較
に
な
ら
ぬ
程
現
貫
性
に
富
む
封
策
を

打
ち
出
し
た
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
こ
と
は
要
録
俳
句
三
六

・
建
炎
四
年
八
月
丁
亥
の
傑
に

上
略
。
先
是
議
者
以
金
人
尚
留
准
東
。
恐
其
侵
軟
。
欲
復
箆
海

道
之
行
。
祖
宗
苦
ノ
濁
以
魚
危
事
不
可
再
路
。
若
頻
年
海
道
。
則

遠
近
離
心
。
大
事
去
失
。
乃
詔
断
西
安
撫
大
使
劉
光
世
遺
兵
防

江
。
白
曾
合
准
南
諸
銀
ι

併
力
逝
撃
。
云
々

。

と
あ
る
如
く
、
議
者
の
逃
避
策
に
反
封
し
、
東
南
の
死
守
方
針
を
貫

い
た
沼
宗
安
の
政
治
方
針
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
所
が
彼

の
場
合
、

逃
避
策
に
反
封
し
金
人
防
禦
に
全
力
を
注

い
だ
と
は
云

ぇ
、
そ
れ
を
根
本
と
し
て
更
に
中
原
に
出
兵
し
失
地
恢
復
を
園
る
程

の
積
極
性
は
な
く
、
そ
れ
は
嘗
時
の
政
府
の
買
力
か
ら
見
て
最
も
現
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買
に
即
隠
す
る
政
策
で
あ
っ
た
が
、
こ

の
黙
が
叉
主
戟
論
者
で
あ
る

張
波
と
も
相
容
れ
ぬ
貼
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
張
凌
の
出
兵
が
金
軍
の

牽
制
に
役
立
ち
、
た
と
え
宗
苦
ノ
の
本
命
と
す
る
金
軍
の
搾
禦
に
効
果

を
翠
げ
る
可
能
性
を
も
っ
た
に
せ
よ
、
他
面
に
お
い
て
失
敗
の
危
険

性
を
も
叉
多
分
に
内
包
す
る
積
極
策
は
、
宗
否
ノ
が
廷
議
を
主
宰
す
る

限
り
政
策
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
る
筈
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は

宗
苦
ノ
と
同
じ
く
主
防
論
に
立
ち
な
が
ら
武
漢
遷
都
を
主
張
し
て
彼
よ

同

り
若
干
の
積
極
性
を
示
し
た
御
史
中
丞
の
越
鼎
で
す
ら
、
要
録
容
三

二
・
同
年
四
月
甲
成
の
篠
に



御
史
中
丞
趨
鼎
言
。

「
上
略
。
願
詔
張
波
未
可
長
駆
深
入
。
姑

令
五
路
各
守
其
地
。
騎
角
相
援
可
也
。
」

と
あ
る
如
く
、
出
兵
が
時
期
尚
早
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
も
快
西
五
路

を
固
め
る
こ
と
が
先
決
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
更
に

確
謹
せ
ら
れ
る
。
さ
す
れ
ば
前
年
張
波
が
出
使
し
た
際
高
宗
が
命
じ

た
「
三
年
而
後
用
師
進
取
」
の
方
針
は
、
こ
の
年
に
な
っ
て
も
依
然

と
し
て
政
府
の
方
針
の
中
に
生
き
て
居
り
、
宗
弔
ア
の
宰
相
時
代
に
入

っ
て
盆
々
そ
れ
は
確
固
た
る
も
の
と
な
り
、
つ
ま
り
政
府
と
し
て
は

直
接
的
防
禦
瞳
制
の
樹
立
に
全
力
を
翠
げ
、
そ
れ
は
着
々
と
整
備
さ

れ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
張
波
に
封
し
て
は
進
取
牽
制
の
策
よ
り

も
専
ら
闘

・
映
の
根
本
を
固
め
る
従
来
の
方
針
の
繕
績
を
期
待

じ
、
そ
れ
が
叉
嘗
時
の
政
府
の
現
質
に
お
け
る
最
良
の
策
で
も
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
若
し
、
張
凌
が
政
府
の
如
上
の
現
買
を
、
以

て
出
兵
策
を
必
須
と
す
る
理
由
と
し
た
と
す
れ
ば
、
金
固
に
闘
す
る

場
合
と
同
じ
く
、
東
南
政
府
に
謝
す
る
情
勢
分
析
も
叉
政
治
家
と
し

て
は
巌
密
を
敏
い
て
い
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
張
波
の
出
兵
理
由
で
あ
る
「
准
上
金
軍
の
牽
制
」

に
つ
い

て
、
そ
の
背
景
と
な
る
金
園
及
び
東
南
政
府
の
現
吠
を
検
討
し
た
結
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栗
、
何
れ
も
彼
の
見
解
に
示
さ
れ
た
切
質
感
を
裏
付
け
る
根
操
に
之

し
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
勿
論
同
県
意
は
と
も
か
く
と
し
て
金
軍
が
准

上
に
現
存
す
る
以
上
、
そ
れ
を
牽
制
し
て
政
府
の
窮
般
を
救
う
こ
と

は
、
理
由
と
し
て
一
醸
大
義
名
分
の
立
つ
も
の
で
あ
る
が
、
さ
り
と

て
如
上
の
漠
た
る
情
勢
分
析
に
よ
り
、
間
違
え
ば
一
身
の
危
険
す
ら

同

予
想
さ
れ
る
此
の
出
兵
策
を
、
大
政
治
家
た
る
彼
が
敢
行
し
た
と
す

る
の
は
納
得
出
来
な
い
。
果
し
て
此
れ
の
み
が
唯
一
の
出
兵
理
由
で

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

張
波
出
使
の
目
的

古
来
四
川
は
自
然
の
要
塞
に
守
ら
れ
、
産
物
は
豊
富
に
し
て
自
立

勢
力
の
培
養
に
適
し
た
地
方
で
あ
り
、
叉
侠
西
は
所
謂
透
境
の
地
と
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し
て
誇
り
高
き
武
将
達
が
盤
臨
し
、
何
れ
も
金
勢
力
の
侵
入
に
封
し

て
は
頑
強
な
抵
抗
を
示
し
た
が
、

さ
り
と
て
未
だ
微
々
た
る
東
南
政

権
の
支
配
に
謝
し
て
も
疑
惑
が
強
く
、
従
っ
て
此
の
方
面
の
統
治
に

は
他
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
程
の
障
壁
が
あ
り
、
就
中
、
政
府
よ
り
映

西
節
制
使
を
命
ぜ
ら
れ
、
挟
西
六
路
の
武
将
勢
力
を
糾
合
し
て
金
軍

を
拝
禦
す
べ
き
大
任
を
負
う
た
壬
庶
の
命
に
従
わ
ず
、
彼
を
殺
そ
う

と
迄
し
た
勇
将
曲
端
を
始
め
端
に
追
従
す
る
映
西
武
将
群
の
行
動
向
、

或
は
四
川
撫
論
使
を
命
ぜ
ら
れ
、
富
財
を
吸
収
し
て
急
増
す
る
軍
費
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を
賄
う
い
へ
く
努
力
し
た
聡
汝
確
に
封
す
る
虚
法
原

・
誼
開

・
新
陣
文

同

ら
四
川
の
官
僚
群
の
猛
反
封
等
は
極
め
て
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
是

非
と
も
向
等
か
の
強
力
且
つ
巧
妙
な
政
治
的
配
慮
を
必
要
と
し
た
e

こ
こ
に
政
府
が
四
川
漢
州
の
産
、
唐
の
宰
相
張
九
齢
九
世
の
孫
で
あ

り
、
名

J

掛
か
の
仰
統
を
掛
っ
て
こ
の
方
面
に
隠
然
た
る
襲
撃
を
有
し

叉
幼
少
よ
り
大
器
の
崎
高
く

明
受
の
乱
、
或
は
活
前
授
の
訟
滅
に
武

将
群
を
駆
使
し
て
秀
れ
た
政
治
的
手
腕
を
見
せ
た
張
波
を
抜
擢
し
、

国

異
例
の
大
権
を
付
し
て
こ
の
方
面
に
出
使
せ
し
め
た
所
以
が
あ
り
、

期
す
る
と
こ
ろ
は
、
彼
の
政
治
力
に
よ
っ
て
こ
の
方
面
の
武
将
達
を

座
服
し
、
且
つ
盟
富
な
弱
財
を
開
拓
し
て
こ
の
方
面
に
お
け
る
金
勢

力
の
侵
冠
を
喰
い
止
め
つ
つ

や
が
て
政
府
の
支
配
を
穆
透
せ
し
め

得
る
素
地
を
作
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
三
年
市
後
用
師
進
取
」

の
政
治
的
背
景
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
要
録
各
三
二

・
建
炎
四

年
三
月
辛
闘
の
降
に

上
略
。
上
日

「
張
波
措
置
映
西
。
極
有
僚
理
。
薦
人
用
士
。

持
心
向
公
。
」
張
俊

・
辛
永
宗
皆
言
。
「
侠
西
将
帥
往
往
服
波
謀

附
。
」
呂
聞
浩
目
。

「
陛
下
雌
失
之
杜
充
。
復
得
之
張
後
。」
王

「
張
守
嘗
語
臣
。
俊
好
謀
有
大
志
。
嘗
招
請
将
至
蓋
。

耕
論
刑
兵
畿
策
。
今
泉
能
行
所
言
。
異
不
易
得
。
」

絢
日

上
復
言

波
用
孫
渥
代
辛
興
宗
按
王
揮
仁
等
罪
c

稽
善
者
久
之
。

と
あ
る
如
く
、
彼
が
侠
西
の
将
帥
を
座
服
し
、
此
の
方
面
の
経
営
に

成
果
を
翠
げ
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
、
吉
岡
宗
始
め
文
武
の
重
臣
遼
が

紹
賛
し
て
い
る
こ
と
こ
そ
、
出
使
の
際
、
彼
に
托
し
た
政
府
の
如
上

の
目
的
を
確
聾
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
即
ち
出
使
に
際
し
政

府
が
張
波
に
期
待
し
た
の
は
、
進
取
の
策
よ
り
も
先
ず
峡

・
萄
方
面

の
経
営
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
特
に
自
立
的
傾
向
の
強
い
侠
西
武
将
群

を
底
一
服
し
、
彼
等
に
南
宋
の
権
力
の
所
在
を
認
知
さ
せ
る
こ
と
が
伺

よ
り
の
急
務
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

一
方
張
浅
は
要
録
容
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建
炎
三
年
五
月
戊
寅
朔
の
僚
に

上
略
。
上
間
(
張
)
竣
以
方
今
大
計
。
波
請
身
任
侠

・
萄
之
事
。

置
司
奈
川
。
而
別
委
大
臣
。
興
斡
世
忠
鋲
准
東
。
令
巨
顕
治
庖

駕
来
武
田
回
。
張
俊

・
劉
光
世
従
行
。
庶
奥
秦
川
首
尾
相
臨
c

上

許
之
。
云
々

。

と
あ
り
、
叉
同
害
容
二
八

・
建
炎
四
年
十
月
戊
成
の
僚
に

知
植
密
院
事
宣
撫
庭
置
便
振
俊
至
興
元
。
上
奏
目
。

「
縞
見
漢

中
。
質
天
下
形
勢
之
地
。
蹴
令
中
原
。
必
基
於
此
。
謹
於
興
元

積
粟
理
財
。
以
待
巡
幸
。
願
陛
下
早
矯
商
行
之
謀
。
前
控
六
時

之
師
。
後
援
南
川
之
粟
。
左
通
剤

・
褒
之
財
。
右
出
秦

・
臨
之



馬
。
天
下
大
計
。
斯
可
定
失
。
」
云
々
。

と
あ
る
如
く
、
行
在
を
褒
陽
或
は
興
元
府
に
遷
し
て
中
核
と
し
、
快

萄
と
一
東
南
と
を
相
呼
謄
さ
せ
て
中
原
恢
復
の
根
本
と
す
べ
き
で
あ
る

そ
の
主
張
を
貫
現
す
る
に
も
、
南
川
の

粟
を
開
拓
し
、
陳
西
六
路
の
将
帥
を
懐
柔

・
塵
服
し
て
爪
牙
と
す
る

こ
と
を
主
張
し
て
い
る
が
、

こ
と
は
第
一
に
矯
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
基
本
問
題
で
あ
り
、
こ
の
貼
は
政

府
の
期
待
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
此
の
こ
と
は
自
ら

帥

の
停
統
的
整
望
に
よ
り
此
の
方
面
に
勢
力
を
得
ょ
う
と
す
る
彼
の
個

人
的
利
害
と
も
一
致
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
要
す
る
に
、
張
波
の
出
使
は
、
政
府

・
張
波
何
れ
の
側
に
お

い
て
も
、
根
本
を
固
め
る
手
段
と
し
て
、
侠
西
武
将
群
の
懐
柔

・
塵

服
を
首
面
最
大
の
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
然
ら
ば
此
の
目
的
を
彼
は
如
何
に
し
て
進
め
た
か
。

四

張
凌
の
武
将
牽
制
策

出
使
首
時
そ
の
行
動
が
疑
問
視
さ
れ
て
い
た
曲
端
を
極
力
政
府
に

刷

封
し
て
癖
護
し
た
張
竣
も
要
録
容
二
七
・
建
炎
三
年
間
八
月
乙
巳
の

{傑
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上
略

c

(

張
)
波
方
捜
撞
豪
傑
魚
用
。
以
浬
州
防
禦
使
新
除
御
管

使
司
提
翠
一

行
事
務
曲
端
在
陳
西
屡
奥
敵
角
。
欲
伎
其
威
撃
。
承

制
奔
端
威
武
大
将
軍
宣
州
観
察
使
。
充
本
司
都
統
制
。
端
登
壇
。

将
土
曜
聾
雷
動
。
端
退
。
謂
之
日

u

「
使
劉
卒
子
在
。
端
安
敢
居

此
。」
卒
子
。
楼
陽
劉
詮
也
。
靖
康
末
。
以
知
懐
徳
軍
死
事
。
云
々
。

と
あ
る
如
く
、
端
を
都
統
制
に
採
用
し
た
の
は
彼
の
武
威
を
借
り
る

矯
の
手
段
で
あ
り
、
彼
に
全
幅
の
信
頼
を
抱
い
た
結
果
で
は
な
か
っ

た
。
更
に
云
え
ば
端
を
牽
制
す
る
目
的
か
ら
そ
の
行
動
を
封
じ
る
一

つ
の
手
段
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
要
録

単
位
二
入

・
建
炎
三
年
十
月
戊
成
の
傑
に

上
略
。

(
張
〉
波
治
兵
興
元
。
欲
易
置
快
右
諸
帥
。
乃
徒
端
明

殿
翠
士
知
照
州
張
深
。
知
利
州
。
充
利
州
路
兵
馬
針
轄
安
撫
使
。

而
以
明
州
観
察
使
劉
錫
代
之
。
申
略
。
既
而
趨
哲
帥
慶
。
劉
錆
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帥
滑
。
孫
渥
帥
秦
。
於
是
諸
路
帥
臣
悉
用
武
人
失
。
云
々
。

と
あ
る
如
く

そ
れ
迄
と
か
く
侠
西
武
将
群
か
ら
軽
蔑
さ
れ
威
令
を

賞
施
し
得
な
か
っ
た
照
河

・
連
原

・
環
慶

・
秦
鳳
等
路
の
文
臣
経
略

使
群
を
、
張
波
が
行
在
か
ら
州
市
行
し
従
っ
て
張
竣
の
命
に
は
一
躍
忠

賞
で
あ
り
得
て
も
曲
端
と
は
伺
等
統
廃
開
係
の
な
か
っ
た
武
将
私
を

以
て
代
え
、
彼
等
を
遁
じ
て
同
方
面
に
権
力
を
伸
そ
う
と
し
、
叉
同

害
容
三
二

・
建
炎
四
年
三
月
乙
巳
僚
に
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上
略
。
宣
撫
慮
置
使
司
都
統
制
曲
端
聞
敵
至
。
遣
右
武
大
夫
忠

州
刺
史
荏
原
路
馬
歩
軍
副
総
管
奥
折
及
統
制
官
張
中
字

・
李
彦

瑛
。
将
所
部
担
之
於
多
原
居
。
中
略
。
官
軍
敗
。
端
退
屯
荏

州
d

敵
亦
引
去
。
端
劾
扮
違
節
。
降
武
顕
大
夫
。
罷
総
管
。
復

知
懐
徳
軍
。
宣
撫
慮
置
使
張
竣
素
奇
針
。
尋
擢
持
制
秦
鳳
副
総
管

知
鳳
期
府
。
云
々

。

と
あ
る
如
く
、
巧
み
に
曲
端
輩
下
の
最
強
の
武
将
呉
扮
を
端
か
ら
離

曲
端
の
牽
制
が
そ
の
後
一

間
し
て
腹
心
の
武
将
に
誘
引
す
る
等

連
の
施
策
と
し
て
講
ぜ
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
明
か
で
あ

る
。
卸
ち
以
上
の
行
動
か
ら
推
し
て
、
張
波
が
出
使
の
始
め
か
ら
快

西
武
将
群
就
中
曲
端
に
注
目
し
そ
の
武
力
を
利
用
し
つ
つ

一
方
で

は
密
か
に
そ
の
勢
力
を
牽
制
す
る
方
針
を
買
い
て
い
っ
た
こ
と
を
知

り
得
る
。
然
し
な
が
ら
た
と
え
そ
れ
が
謀
略
的
で
あ
っ
た
と
は
云

倒

え
、
威
風
峡
燭
を
墜
し
、
書
籍
を
解
し
兵
法
に
明
る
い
曲
端
が
自
ら

に
加
え
ら
れ
る
如
上
の
座
力
を
何
故
受
容
れ
た
か
。
勿
論
そ
の
一

方

の
理
由
は
金

・
西
夏
と
雨
面
に
敵
を
控
え
且
つ
叉
波
と
事
を
構
え
る

こ
と
の
不
利
を
熟
知
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
と
は
別
に

板
本
的
な
理
由
が
あ
り
、
そ
れ
が
波
の
手
に
押
え
ら
れ
て

い
た
の
で

あ
っ
た
。
即
ち
財
政
問
題
で
あ
る
。

イ

萄
財
の
確
保
及
び
北
迭
健
制
の
樹
立

張
竣
は
如
上
の
武
将
牽
制
策
の
遂
行
と
卒
行
し
て

萄
財
の
確
保

並
び
に
そ
の
北
迭
健
制
の
樹
立
に
非
常
な
熱
意
を
も
ち
努
力
を
梯
つ

た
。
就
中
第

一
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
興
元
府
到
着
直
後
、
即
ち

要
録
単
位
二
八

・
建
炎
四
年
十
月
辛
丑
の
傑
に

張
波
承
制
以
朝
請
郎
同
主
管
川
侠
茶
馬
穣
牧
公
事
越
開
粂
宣
撫

司
随
軍
時
(
運
)
使
。
専
一
一
総
領
四
川
財
賦
。
開
言
。

「
萄
民

己
因
。
惟
権
索
尚
有
盈
徐
。
而
貧
滑
認
以
箆
己
私
。
惟
不
倒
怨

晋
。
断
而
行
之
。
庶
救

一
時
之
急
。
」
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俊
以
矯
然
。
於
是
大
壁

酒
法
。
自
成
都
始
。
云
々

。

と
あ
る
如
く
、
越
開
を
線
領
財
賦
の
職
に
充
て
、
彼
の
意
見
に
よ
っ

て
酒
税
の
増
徴
を
断
行
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
総
領
に
就
い
て
の

詳
細
は
別
稿
に
諮
る
が
、
こ
の
場
合
は
臨
時
の
職
と
し
て
軍
事
財
政

刷

を
専
聞
に
扱
っ
た
大
元
帥
府
障
軍
醸
副
の
流
れ
を
汲
み
、
且
つ
四
川

崎

四
路
の
正
規
の
財
政
職
た
る
時
運
司
と
は
統
厨
閥
係
が
な
く
、
従
つ

て
随
時
熔
費
の
庭
置
を
行
う
に
相
醸
し
く
、
特
に
そ
れ
が
痛
感
せ
ら

れ
る
軍
事
費
醸
緋
の
職
'と
し
て
は
誠
に
恰
好
の
も
の
で
あ
っ
た
。
越

開
は
竣
と
同
じ
く
四
川
の
産
、
宣
和
七
年
以
来
成
都
府
路
の
銭
糧
官



と
し
て
既
に
そ
の
財
政
的
手
腕
を
高
く
評
債
さ
れ
て
居
旬
、
い
わ
ば

在
来
の
正
規
の
徴
税
組
織
の
中
に
あ
っ
て
そ
の
利
害
を
熟
知
し
、
そ

の
運
用
の
妙
を
韓
得
し
て
い
た
者
と
云
え
る
。
卸
ち
新
し
い
情
勢
に

印
躍
す
る
線
領
花
よ
り
増
徴
を
園
滑
に
賀
行
し
得
る
制
度
を
創
設
し

な
が
ら
、
そ
の
制
度
の
運
営
者
と
し
て
は
在
来
の
組
織
の
中
で
最
も

有
能
な
手
腕
家
を
起
用
し
た
所
に
張
竣
の
此
の
韓
制
の
妙
が
あ
り
、

彼
が
此
の
瞳
制
を
存
分
に
活
用
し
た
れ
ば
こ
そ
要
録
容
四

0
・
建
炎

四
年
十
二
月
の
傑
に

上
略
。
自
(
張
〉
波
入
萄
。
謹
起
諸
常
卒
坊
場
銭
以
槍
軍
。
決
科

激
賞
絹
布
。
次
則
惹
起
常
卒
司
積
年
本
息
和
薙
等
米
。
次
則
封

雑
税
戸
米
。
云
々
。

と
あ
る
如
く
、
驚
く
べ
き
増
徴
を
断
行
し
得
た
の
で
あ
る
が
、
要
録

容
十
四

・
建
炎
二
年
三
月
丁
酉
の
w
慨に

尚
書
洞
部
員
外
郎
四
川
撫
論
聡
汝
晴
動
停
。
初
汝
蘭
奉
詔
剣
刷

四
川
歳
羨
。
欲
意
取
常
卒
所
儲
銭

9

徽
猷
閣
直
撃
士
知
成
都
府

虚
法
原
・
輔
運
判
官
週
間
・
新
博
文

・
提
馳
刑
獄
公
事
部
伯
温

皆
持
不
可
。
云
々
。
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と
あ
る
如
く
、
同
じ
く
常
卒
所
儲
の
鏡
を
根
括
し
よ
う
と
し
て
成
都

府
の
知
州
・
監
司
群
の
猛
反
封
に
遭
っ
た
四
川
撫
論
使
除
汝
輔
の
場

合
と
比
較
す
れ
ば
、
こ
の
総
領
方
式
の
も
つ
財
政
的
意
義
は
一
段
と

明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

右
の
如
く
張
凌
は
萄
財
増
徴
に
閥
す
る
基
本
的
瞳
制
と
し
て
総
領

方
式
を
設
定
し
驚
く
ぷ
き
成
果
を
彦
、
げ
た
が
、
か
く
し
て
集
め
た
財

貨
を
侠
西
方
面
に
輪
迭
す
る
手
段
に
つ
い
て
も
意
を
用
い
た
。
卸
ち

要
録
単
位
二
九
・
建
炎
三
年
十
一
月
己
酉
の
傑
に

宣
撫
慮
置
使
張
波
以
便
宜
櫓
印
銭
引
責
百
高
緒
。
以
助
寧
食
。

其
後
八
年
問
。
累
増
二
千
五
十
四
寓
縛
。
後
叉
置
銭
引
務
於
秦

州
。
以
佐
透
用
。
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銭
引
萱
百
高
婚
の
霊
行
及
び
秦
州
銭
引
務
の
設
置

伺

は
、
北
宋
時
代
に
採
用
せ
ら
れ
た
萄
貨
入
快
手
段
の
復
活
と
も
見
る

可
く
、
即
ち
趨
開
を
起
用
し
て
確
保
し
た
萄
貨
を
そ
の
財
政
的
信
用

の
根
擦
と
し
、
且
つ
商
人
の
活
躍
を
前
提
と
し
て
此
の
銭
引
が
霊
行

さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
時
、
萄
貨
北
迭
瞳
制
の
樹
立
と
い
う
観
貼
か

ら
無
視
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
施
策
と
云
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
次
に

と
あ
る
如
く
、

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
左
表
の
知
州
の
設
置
に
見
ら
れ
る
如
く
、
剤
南

府
・
金
州
・
興
元
府
の
如
き
入
萄
の
開
門
及
び
成
都
府
・
櫨
州
・
利

州
と
云
う
所
謂
嘉
陵
江
水
還
に
よ
る
萄
侠
交
通
上
の
幹
線
を
押
え
る

要
衝
に
強
力
な
人
事
を
敢
行
し
、
彼
の
腹
心
乃
至
は
そ
れ
迄
経
略
使
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張

話量

成

都

府

一
王

似

泌

州

一
辛

興

宗

jt: 

配

置

表

帝。

知

州1

文
武
の
別

来

河
東
制
世
副
使
↓
坐
夜
師
陵
↓
在
俊
軍
中

使
司
前
軍
統
制
↓
利
路
兵
馬
鈴
幡

膨
延
経
路
使
粂
知
延
安
府
↓
侠
商
節
制
使

↓
使
司
参
議
官

環
闘
世
経
路
使
粂
知
阿
波
陽
府
↓
挟
西
節
制
使

秦
鳳
経
路
使
余
知
祭
州

照
河
路
経
路
使
粂
知
照
州

文武文文武武

臣#等 臣臣終 l符

と
し
て
映
西
で
活
躍
し
て
い
た
経
略
使
群
を
配
置
し
て

い
る
こ
と
で

あ
る。

こ
の
こ
と
が
、
確
保
し
た
萄
貨
を
保
全
し
北
迭
す
る
目
的
を

途
行
す
る
に
際
し
、
極
め
て
重
要
な
意
義
を
も
っ
た
こ
と
は
論
ず
る

迄
も
な
い
ツ
以
上
の
鮎
か
ら
見
て
、
張
後
は
萄
貨
の
北
迭
に
も
高
全

の
態
勢
を
確
立
す
ベ
く
努
力
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
以

-
閉
の
臨
時
に

上
に
見
ら
れ
る
張
淡
の
努
力
は
、
要
銀
各
三
五

・
建
炎
四
年
七
月
戊

故
也
。

宣
撫
煽
置
使
張
波
献
金
一
高
雨
。
以
上
令
波
措
置
財
用
赴
行
在

と
あ
る
如
く
、
着
任
後
僅
か
一
年
足
ら
ず
に
し
て
早
く
も
一
高
雨
を

行
在
に
酪
出
し
、
叉
同
書
谷
三
七

・
同
年
九
月
美
亥
の
傑
に

物
資
の
集
積
が
語
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
着
々
と
質
を
結
ん
で
い
っ
た
こ
と
が
理
解
さ

蛾
要
録
谷
二
八

l
各
三
四

歴

職

就

任

時

期

一
帯

建
炎
四
年
三
月

一
↓
鎖
撫
史

建
炎
四
年
三
月

一
髄
均
一
献
一
陪
撫

建
炎
四
年
五
月

一
利
路
安
撫
使

建
炎
凶
年
二
月

一

|

|

建
炎
四
年
六
月

一

|

|

建
炎
三
年
十
月

一
利
路
安
撫
使

れ
る
の
で
あ
る
。

ロ

映
西
武
将
群
の
銭
糧
不
足 富

卒
出
兵
時
の
事
情
を
記
し

名

と
あ
る
如
く
、
豊
富
な
軍
需

て

上
略
(
張
)
波
叉
貸
民

賦
五
年
。
金
銭
糧
島
之

運
。
不
紹
於
道
。
所
在

山
積
。
云
々

。
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腐
の
言
中
に

要
録
容
十
六

・
建
炎
二
年
六
月
の
傑
に
見
え
る
四
川
撫
論
使
除
汝

上
略
。
今
闘
輔
榛
葬
。
軍
無
見
糧
。
故
其
人
専
以
割
掠
馬
事
。

若
上
件
財
鳥
養
之
。
則
秦

・
畜
之
民
皆
矯
吾
用
失
。
云
々

。

と
あ
り
、
映
西
方
面
の
荒
鹿
が
甚
し
く
、
鐘
糧
の
輸
入
を
必
須
と
す

る
事
情
が
理
解
さ
れ
る
が
、
北
宋
時
代
よ
り
既
に
自
給
す
る
に
足
ら

ず
、
東
南
方
面
よ
り
連
歳
莫
大
な
錨
糧
が
投
入
さ
れ
て
い
た
此
の
地



域
の
財
政
事
情
が
金
軍
侵
入
及
び
盗
賊
の
蜂
起
に
よ
る
総
選
路
の
閉

塞
に
よ
っ
て
急
速
に
悪
化
し
た
こ
と
は
論
ず
る
迄
も
な
く
、
官
給
の

銭
糧
に
依
存
し
て
い
た
園
軍
将
兵
が
勤
王
に
名
を
藷
り
て
績
々
と
南

下
し
た
の
も
、
自
存
.の
震
の
自
然
の
勢
で
あ
っ
た
が
、
曲
端
等
の
如

く
最
後
迄
此
の
地
域
に
踏
み
留
っ
た
連
中
と
て
も
、
軍
糧
問
題
に
つ

い
て
は
年
と
共
に
深
刻
の
度
を
加
え
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
て

そ
れ

は
曲
端
の
出
兵
反
封
論
を
示
し
た
先
掲
要
録
の
文
中
に
「
公
(
曲

端
)
嘗
患
諸
路
兵
不
得
重
合
及
財
物
不
足
以
供
軍
」
と
あ
る
よ
っ
て

も
認
め
ら
れ
る
。
然
も
此
の
窮
賦
打
開
の
一
策
と
し
て
全
富
を
誇
つ

~
萄
貨
に
依
存
す
る
こ
と
も
、
現
買
に
は
極
め
て
難
し
か
っ
た
。
そ

の
理
由
の

一
つ
は
天
険
と
い
う
自
然
的
障
害
で
あ
っ
た
が
、
他
の
一

つ
は
要
録
容
十
二
・
建
炎
二
年
正
月
己
酉
の
僚
に

詔
沿
遺
将
兵
避
難
入
費
者
。
並
放
罪
。
限
牢
月
赴
行
在
。
田
於

式
散
闘
置
闘
使
二
員
。
自
今
官
員
入
萄
。
審
験
告
教
。
無
偶
者

蕗
過
。
自
南
河
失
守
。
兵
官
之
敗
散
者
。
多
在
輿
・
鳳
問
。
招

集
潰
兵
入
萄
。
朝
廷
聞
之
。
故
有
是
命
。
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と
あ
る
如
く
、
萄
に
乱
の
波
及
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
そ
の
天
険
を
利

用
し
て
行
わ
れ
た
巌
し
い
監
察
で
あ
り
、
彼
我
の
匝
別
の
判
じ
難
い

嘗
時
に
あ
っ
て
此
の
萄
の
側
の
態
度
は
、
陳
西
武
将
群
に
と
っ
て
、

財
政
面
に
お
け
る
少
な
か
ら
ざ
る
打
撃
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

更
に
叉
首
時
萄
の
み
が
殆
ん
ど
賊
勢
力
の
侵
害
な
く
全
富
を
保
ち
得

た
こ
と
は
、
北
宋
!以
来
の
髄
制
が
財
政
面
に
お
い
て
も
そ
の
偉
維
持

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、

此
の
時

代
徴
財
・
移
運
に
高
度
の
専
門
的
技
術
を
要
し
た
こ
と
と
相
倹
っ

て
非
合
法
手
段
に
よ
る
萄
財
の
入
手
を
殆
ん
ど
不
可
能
に
し
た
。

時
期
・
傑
件
は
多
少
異
な
る
が
そ
の
後
要
録
袋
入

0
・
紹
興
四
年
九

月
甲
成
の
保
に

初
。
川
挟
軍
(
髄
の
)
撫
副
使
呉
監
興
随
軍
曹
誓
俊
一
趨
開
不
合
。

新
謀
矯
牽
制
之
島
争
。
必
欲
従
陸
運
糧
。
開
執
不
可
。
新
迄
白
馬

之
。
中
略
。
時
折
令
豚
宮
部
役
先
至
者
賞
。
役
夫
餓
病
相
目
。

死
於
道
路
。
萄
人
痛
之
。
開
催
不
敢
言
。
云
々
。

-
E
4
 

R
U
 

と
あ
っ
て
呉
新
の
強
引
な
陸
運
が
非
常
な
騒
擾
を
招
い
て
い
る
の
は

右
の
推
論
の
参
考
と
な
る
。
も
と
よ
り
彼
等
武
将
群
に
あ
っ
て
萄
財

に
依
存
す
る
こ
と
は
深
刻
な
銭
糧
不
足
を
解
決
す
る
最
良
の
現
質
的

手
段
で
あ
り
、
こ
こ
に
史
斌
・
王
理
・
張
宗
・
奥
折
・
曲
端
ら
諸
武

将
・
諸
勢
力
が
入
萄
の
開
門
た
る
興
元
府
・
興
州
方
面
の
支
配
を
め

崎
町

ぐ
り
凄
惨
な
死
闘
を
展
開
し
た
所
以
が
あ
っ
た
が
、
た
と
え
そ
れ
が

成
功
し
た
に
せ
よ
、
非
合
法
勢
力
と
見
倣
さ
れ
る
限
り
萄
財
の
入
手
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に
は
更
に
大
き
な
困
難
が
横
た
わ
っ
て
い
た
。
そ
う
し
て
勇
将
精
卒

に
悪
ま
れ
た
彼
等
が
軍
な
る
統
兵
官
の
域
を
脱
し
て
雄
勤
な
軍
閥
的

勢
力
に
護
展
す
る
痛
に
は
、
是
非
と
も
此
の
銭
糧
問
題
を
解
決
す
る

必
要
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
何
よ
り
も
先
ず
萄
人
の
納
得
す
る
合
法
勢

力
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
前
提
と
な
り
、
こ
こ
に
侠
西
武
将
群

最
大
の
問
題
が
存
し
た
の
で
あ
る
。

ノ¥

銭
糧
官
に
よ
る
武
将
の
監
視

・
牽
制

快
西
の
武
将
群
に
如
上
の
問
題
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
政
府
公
認

の
政
治
家
と
し
て
萄
財
の
調
震
に
合
法
的
機
能
を
も
ち
、
且
つ
停
統

的
聾
望
及
び
徴
財
・
移
運
鰻
制
の
確
立
に
よ
っ
て
萄
財
を
現
貫
に
左

右
し
得
る
立
場
に
在
っ
た
張
凌
が
武
将
群
に
と
っ
て
極
め
て
魅
力
的

存
在
と
し
て
映
じ
た
の
は
嘗
然
で
あ
る
。
曲
端
が
都
統
制
と
な
っ
た

時
将
士
が
懐
整
雷
同
し
た
と
云
わ
れ
る
の
も
、
叉
要
録
巻
二
九

・
建

炎
三
年
十
一
月
傑
に

上
略
。
参
議
軍
事
劉
子
羽
言
右
武
大
夫
忠
州
刺
史
荏
原
兵
馬
都

監
粂
知
懐
徳
軍
呉
新
之
才
於
(
張
)
波
。
新
亦
素
負
才
略
。
求

自
試
。
波
興
語
大
悦
。
擢
矯
統
制
。
云
々
。

と
あ
る
如
く
奥
析
が
進
ん
で
張
竣
に
見
出
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の

も
、
微
妙
な
政
治
的
背
景
は
あ
る
に
せ
よ
、
彼
等
に
お
け
る
如
上
の

魅
力
の
存
在
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
腹
心
の
武
将
勢
力
が
充
分

で
な
く
武
力
的
強
硬
手
段
を
真
正
面
か
ら
打
ち
出
せ
な
か
っ
た
張
波

に
と
っ
て
、
此
の
財
政
面
に
お
け
る
紹
封
優
位
の
態
勢
こ
そ
、
誇
り

高
き
武
将
群
を
懐
柔
し
墜
服
す
る
最
も
有
力
な
武
器
で
あ
っ
た
。
而

も
彼
は
此
の
武
器
を
活
用
す
る
手
段
に
も
細
心
の
意
を
用
い
た
の
で

あ
っ
て
、
要
録
単
位
三
四

・
建
炎
四
年
六
月
庚
辰
の
傑
に

(
王
)
彦
鍍
金
州
。
数
民
倍
常
。
凡
属
鯨
莫
敢
抗
。
漢

上
略

陰
令
任
城
見
公
休
濁
不
用
其
令
。
彦
，召

至
州
。
囚
欲
殺
之
。
公

n
L
 

F
h
u
 

休
不
局
屈
。
彦
亦
弗
敢
害
也
。
宣
撫
庭
置
使
張
波
聞
其
言
。
召

局
糧
料
官
。

と
あ
る
如
く
、
税
の
取
り
立
て
に
封
し
武
将
壬
彦
の
威
に
最
後
迄
抵

抗
し
た
晃
公
休
を
抜
擢
し
て
糧
料
官
と
し
て
い
る
事
買
は
、
彼
が
銭

糧
官
の
人
選
に
意
を
用
い
、
有
能
気
骨
の
人
材
を
得
て
爪
牙
と
し
、

銭
糧
官
の
職
務
に
箪
な
る
銭
糧
事
務
以
外
の
重
要
な
役
割
を
期
待
し

た
こ
と
を
示
す
好
例
で
あ
る
が
、
現
買
に
そ
れ
は
要
録
巻
三
六

・
建

炎
四
年
八
月
美
未
の
傑
に

上
略
。

(
張
)
竣
維
重
用
(
曲
〉
端
。
然
以
人
言
浸
潤
。
不
能

無
疑

乃
遺
本
司
主
管
機
宜
文
字
張
彬
往
?間
州

以
招
填
禁
軍



震
名
。
買
欲
伺
察
端
意
。
云
々
。

と
あ
る
如
く
、
機
幕
の
張
彬
を
曲
端
の
動
勢
探
索
に
汲
遺
し
て
い
る

こ
と
に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
る
。
張
彬
と
そ
は
嘗
っ
て
機
映
西
轄
運

判
官
と
し
て
命
に
服
さ
ぬ
曲
端
の
意
を
探
る
べ
く
時
の
節
制
使
王
庶

に
よ
っ
て
端
の
軍
に
源
遣
さ
れ
た
人
物
に
他
な
ら
ず
、
以
来
端
の
軍

に
留
ま
り
障
軍
時
運
の
職
務
を
遂
行
し
て
い
た
闘
係
か
ら
端
軍
の
機

微
に
通
じ
て
い
た
銭
糧
官
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
く
、

そ
の
彬
を
張
竣

が
機
幕
に
採
用
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
更
に
曲
端
の
動
勢
探
索
に
波

遺
し
た
こ
と
は
張
波
の
武
将
牽
制
の
現
質
を
理
解
す
る
上
に
極
め
て

注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
而
も
回
目
頭
の
章
に
掲
げ
た
曲
端
の
出
兵

反
封
論
に
お
い
て
、
端
の
反
封
論
の
語
気
に
淡
に
謝
す
る
場
合
と
彬

に
封
す
る
場
合
と
で
は
顕
著
な
差
還
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
如
何
に

端
と
雌
も
現
買
に
弱
貼
を
握
ら
れ
て
い
た
彬
に
は
或
程
度
の
安
協
を

徐
儀
な
く
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
推
察
せ
し
め
る

も
の
で
あ
る
。
即
ち
張
凌
は
財
政
面
に
闘
し
て
快
西
武
将
群
の
上
に
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紹
封
優
位
の
態
勢
を
し
き
得
た
が
、
尚
且
っ
そ
の
現
貫
の
運
営
に
は

有
能
無
骨
の
銭
糧
官
を
起
用
し
、
銭
糧
事
務
を
遁
じ
て
快
西
諸
箪
の

監
覗
牽
制
を
行
う
と
云
う
細
心
の
注
意
を
も
怠
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る

以
上
を
要
す
る
に
、
張
凌
は
出
使
の
嘗
初
よ
り
快
西
武
将
群
の
懐

柔

・
墜
服
を
目
指
し
、
武
将
人
事
に
濁
特
の
謀
略
を
用
い
て
き
た

が
、
他
方
彼
等
が
最
も
切
賓
と
す
る
銭
糧
の
確
保
に
つ
い
て
も
、
そ

の
大
権
と
衝
に
有
す
る
停
統
的
聾
望
と
を
駆
使
し
て
増
徴

・
轍
迭
に

特
別
の
顧
慮
を
梯
い
、
か
く
し
て
樹
立
し
た
財
政
面
に
閲
す
る
紹
封

優
位
の
態
勢
を
以
て
武
将
牽
制
の
基
本
的
武
器
と
し
た
こ
と
が
理
解

せ
ら
れ
た
。
卸
ち
彼
は
出
使
以
来
一
貫
し
て
武
将
牽
制
の
策
を
本
命

と
し
そ
れ
は
着
々
と
具
現
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
如
上
の
考
設
に

よ
っ
て
判
然
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
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五

武
将
牽
制
策
の
途
行
と
富
卒
出
兵

出
使
以
来
の
張
波
の
政
治
的
努
力
が
右
の
如
く
で
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
彼
が
あ
ら
ゆ
る
反
封
を
押
し
切
っ
て
強
行
し
た
富
卒
出
兵
の
み

そ
の
例
外
と
す
る
こ
と
は
勿
論
安
首
で
は
な
い
。
就
中
出
使
直
後
殆

ん
ど
質
現
の
可
能
性
の
な
い
進
取
之
策
を
聞
い
、
そ
れ
に
反
謝
し
た

王
彦
を
前
軍
統
制
の
地
位
か
ら
追
う
て
い
る
事
賞
、
叉
要
録
袋
五

-
紹
興
二
年
間
四
月
壬
子
の
篠
に

(
張
)
竣
初
欲
調
護
(
王
〉
庶
。
令
興
(
奥
)
折

・

(
王
〉
彦
結
好
。
中
略
。
於
是
有
言
庶
難
制
限
者
。
凌
惑
之
。

上
略
。
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機
召
諸
帥
曾
於
盆
昌
。
庶
亦
費
有
間
己
者
。
以
素
隊
数
百
人
馳

合
同
。
俊
間
以
進
取
之
策
。
庶
目
。

「
富
卒
之
敗
属
耳
。
軍
未
可

用
也
。
」
波
不
縫
目
。

「
君
欲
棄
三
秦
耶
。」
乃
以
便
宜
命
庶
輿

知
成
都
府
王
似
雨
易
。
云
々
。

と
あ
る
如
4
、
時
期
は
後
れ
る
が
王
庶
の
疑
を
正
し
解
任
す
る
矯
め

の
手
段
と
し
て
進
取
の
策
を
用
い
て
い
る
事
貰
か
ら
推
し
て
も
、
富

卒
の
出
兵
策
が
貫
は
曲
端
並
び
に
彼
に
追
従
す
る
武
将
群
を
牽
制
し

摩
服
す
る
手
段
、
具
盤
的
に
は
曲
端
を
都
統
制
の
地
位
か
ら
追
い
彼

の
兵
権
を
削
奪
す
る
手
段
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
は
先
ず
疑
い
な

ぃ
。
さ
れ
ば
こ
そ
此
の
竣
の
意
を
い
ち
早
く
察
し
た
曲
端
は
憤
然
と

し
て
反
封
を
決
意
し
、
曾
編
曲
信
一
四
二
・建
炎
四
年
九
月
二
十
三
日
の

{傑

(
張
)
後
見
兵
馬
倶
集
大
喜
。
調
首
自
此
便
可
以
極
入

幽
燕
。
間
曲
端
如
伺
。
端
目
。
「
必
敗
。
」
波
目
。

上
略
。

「
若
不
敗
如

何
。
」
端
目
。
「
若
宣
撫
之
兵
不
敗
。
端
伏
剣
而
死
。
」
竣
目
。
「可

「
如
不
敗
甘
伏
軍
法
。
」

賀
状
否
。
」
端
卸
索
紙
筆
責
令
吠
目
。

波
目
。
「
竣
若
不
勝
復
嘗
以
頭
輿
将
軍
。
」
途
大
不
協
。
云
々
。

と
あ
る
如
く
そ
の
反
封
の
た
め
遂
に
生
命
を
賭
け
る
迄
に
至
っ
た
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
而
も
此
の
時
既
に
端
は
都
統
制
の
職
に
は
な
く
、

A
叫

生
殺
奥
奪
の
樺
は
完
全
に
波
の
手
中
に
握
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

富
卒
出
兵
策
が
か
く
の
如
く
曲
端
解
任
を
含
む
侠
西
武
将
群

の

牽
制
策
と
密
接
な
連
闘
を
有
し
た
と
す
れ
ば

そ
れ
は
彼
が
出
使
以

来
孜
々
と
し
て
行
っ
て
来
た
武
将
牽
制
に
つ

い
て
の
政
治
的
努
力
の

線
決
算
と
し
て
極
め
て
重
要
な
政
治
的
意
義
を
も
っ
大
政
策
で
あ
っ

た
こ
と
も
白
か
ら
諒
解
せ
ら
れ
る
。
即
ち
武
将
に
と
っ
て
出
兵
と
い

う
こ
と
は
最
高
の
責
任
と
能
力
と
を
問
わ
れ
る
紹
封
的
な
行
動
で
あ

り
、
そ
れ
だ
け
に
一
層
現
質
問
題
と
し
て
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。
か
か
る
翻
貼
か
ら
情
勢
が
明
か
に
不
利
で
あ
る
此
の
富
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卒
出
兵
の
場
合
彼
等
が
猛
反
封
を
行
っ
た
の
は
首
然
で
あ
っ
た
。
し

か
し
此
の
武
将
牽
制
と
い
う
立
場
か
ら
見
れ
ば
、

そ
の
反
封
が
強
け

れ
ば
強
い
程
、
即
ち
現
賓
の
情
況
が
宋
側
に
不
利
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、

そ
の
反
封
を
押
え
此
の
策
を
強
行
す
る
こ
と
は
武
将
遠
の
員
意
を
探

り
そ
の
鯖
趨
を
決
す
る
手
段
と
し
て
効
果
的
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
張

波
は
此
の
策
を
強
硬
に
打
ち
出
す
こ
と
に
よ

っ
て
従
来
銭
糧
入
手
の

た
め
の
妥
協
と
し
て
一
底
彼
の
命
に
服
し
て
い
る
傾
向
の
あ
っ
た
侠

西
武
将
群
の
異
の
踊
趨
を
確
認
し
、
従
来
財
政
面
に
闘
し
て
得
て
い

た
彼
等
に
封
す
る
組
封
優
位
の
態
勢
を
軍
事
面
に
つ
い
て
も
亦
一
一
挙

に
確
立
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
尚
そ



れ
が
短
兵
急
に
過
ぎ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
彼

の
年
齢
、
出
自
、
更
に
出
仕
以
来
の
順
調
な
経
歴
か
ら
察
せ
ら
れ
る

帥

彼
の
性
格
に
負
う
所
大
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
彼
の
所
謂
「
准
上
金
軍

の
牽
制
」
は
行
動
に
封
す
る
恰
好
の
名
分
で
あ
っ
た
と
同
時
に
失
敗

に
封
す
る
安
全
鱒
と
し
て
も
亦
考
え
ら
れ

一
層
の
興
味
を
惹
く
所

以
で
・
あ
る
。結

宝五
ロロ

武
将
群
の
猛
反
封
を
斥
け
て
強
行
し
た
富
卒
出
兵
に
つ
い
て
、
張

竣
は
准
上
金
軍
の
牽
制
を
理
由
と
し
て
主
張
し
た
が
、
嘗
時
の
金
園

の
封
宋
方
針
及
び
南
宋
の
封
金
方
針
か
ら
観
て
か
か
る
牽
制
を
不
可

歓
と
す
る
情
勢
に
あ
っ
た
と
は
断
じ
難
く
、
む
し
ろ
そ
れ
は
表
面
的

理
由
と
し
て
大
義
名
分
が
立
つ
貼
に
意
義
が
あ
っ
た
。
さ
す
れ
ば
彼

の
強
引
な
行
動
の
直
接
の
動
機
は
彼
自
身
が
統
治
す
る
侠
賓
の
事
情

に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
即
ち
そ
れ
は
出
使
以
来
彼
が
最
大
の
政

治
的
努
力
を
傾
け
て
き
た
陳
西
武
将
群
牽
制
策
の
総
決
算
と
し
て
一

翠
に
彼
等
を
塵
服
せ
ん
と
し
た
強
行
手
段
に
他
な
ら
ず

従
っ
て
武
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終
勢
力
を
利
用
す
る
反
面
そ
の
抑
墜
に
あ
ら
ゆ
る
封
策
を
菩
ま
な
か

っ
た
南
宋
建
国
期
の
政
治
方
針
は
此
の
出
兵
策
に
お
い
て
も
具
現
さ

れ
、
こ
こ
に
重
要
な
歴
史
的
意
義
が
あ
っ
た
が
、
更
に
か
か
る
観
鮎

か
ら
富
卒
の
大
敗
が
武
将
牽
制
策
の
劇
的
破
局
と
し
て
把
え
ら
れ
る

時
、
武
将
呉
扮
が
陳
西
武
将
群
を
背
景
に
拾
頭
し
て
き
た
所
以
も
亦

興
味
あ
る
課
題
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
。

)
 

1
 

(
 

註

曾
編
曲
甘
一
三

0
・
建
炎
三
年
七
月
二
十

一
日
係
。
要
録
容
二
五
・
同
月
庚

子
係
。
晦
奄
先
生
朱
文
公
文
集
谷
九
五
「
張
波
行
状
」
o

t

要
鎌
倉
八
・
建
炎
元
年
八
月
乙
亥
係
。
曾
編
曲
哲
一
九
八
・
紹
興
九
年
十
月

十
九
日
係
。
宋
史
容
三
六
八
・
玉
彦
簿
。

曾
編
倉
一
四
七
・
紹
興
元
年
四
月
二
十
一
日
係
。
要
録
傘
十
五
・
建
炎
二

年
四
月
丙
寅
係
。
宋
史
容
三
六
九
曲
端
待
。

前
註
参
照
。
要
録
各
十
五
・
建
炎
二
年
五
月
甲
午
様
。

四
・
五
章
参
照
。

書
同
世
閉
鎖
の
醐
酬
が
有
名
。
曾
編
倉
一
九
五
・
紹
興
九
年
六
月
二
十
一
日
係
。

碗
談
集
側
存
「
奥
武
安
時
制
功
蹟
記
L

。

要
鎌
倉
一
二
・
谷
ニ
ニ
。
前
掲
張
波
行
獄
。
宋
史
省
三
六
一
・
張
俊
停
。

童
貫
・
李
綱
・
活
的
・
沼
致
虚
・
銭
蓋
・
王
庶
等
悉
く
大
敗
し
た
。

曾
編
倉

一
四

一
・
要
銀
各
三
六
・
建
炎
四
年
八
月
庚
辰
係
。

要
録
省
三
七
・
建
炎
四
年
九
月
実
丑
係
。

金
史
谷
七
四
・
宗
品
開
待
。
同
省
七
七
・
劉
猿
停
。

曾
編
各
二
ニ

0
・
建
炎
三
年
六
月
二
十
八
日
係
。
要
録
倉
一
二
・
同
年
三

月
係
。

金
史
谷
七
七
・
捷
糊
停
。
宋
史
容
四
七
五
・
劉
強
待
。

要
録
申
恒
三
二
・
建
炎
四
年
三
月
了
巳
係
。

要
鎌
倉
三
三
・
建
炎
四
年
五
月
丁
禾
係
。
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合
同
編
倉
一
四
一
・
要
録
谷
三
五
・
副
知
炎
四
年
七
月
了
卯
係
。

金
史
容
七
四
・
宗
翰
附
問
。
天
曾
五
年
伐
宋
の
議
に
お
け
る
太
宗
の
雷
同
「
倹

卒
宋
笛
立
藩
輔
如
張
邦
昌
者
。
」

外
山
軍
治
氏
者
「
劉
激
の
弼
園
を
中
国
を
中
心
と
し
て
観
た
る
金
宋
交

渉
」
参
照
。

金
史
容
十
九
・
世
紀
補
、
容
宗
待
。
問
答
七
二
・
婆
室
停
等
に
同
様
の
記

事
が
見
え
る
。

要
銀
各
三
三
・
建
炎
四
年
五
月
丁
未
係
。

曾
編
倉
一
四
二
・
慰
炎
四
年
九
月
二
十
五
日
係
。
要
銀
各
三
七
、
同
月
戊

辰
(
二
十
九
日
)
係
。

金
史
谷
七
七
・
撞
搬
停
。
問
、
劉
橡
待
。
要
録
谷
三
二
・
建
炎
四
年
三
月

係
。
外
山
氏
前
掲
論
文
。

曾
編
谷
一
一
一
一

0
・
紹
興
二
十
五
年
十
月
二
十
五
日
係
。
宋
史
容
四
七
三
:

秦
槍
停
。
要
鎌
倉
三
人
・
建
炎
四
年
十
月
卒
未
係
。
問
答
三
九
・
同
年
九

月
丙
午
・
丁
未
各
係
。
外
山
軍
治
氏
者
「
岳
飛
と
秦
檎
」
。
同
氏
著
「
金

の
封
宋
政
策
」
(
「
清
朝
の
遜
頚
統
治
政
策
」
所
載
)
参
照
。

建
炎
以
来
朝
野
雑
記
甲
築
制
也
十
九
・

「
靖
康
・

建
炎
・
紹
興
大
臣
和
戦
守

遊
説
」
項
参
照
。

拙
稿
「
南
宋
鎮
撫
使
考
」
参
照
。

註
「
倒
」
参
照
。

此
の
滋
想
は
富
卒
大
敗
後
深
刻
な
現
質
と
し
て
張
波
自
身
に
迫
っ
て
き

た
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
詳
細
は
別
稿
に
ゆ
ず
る
。

曾
編
谷
一
一
七

・
建
炎
二
年
五
月
二
十
日
係
。
要
録
各
十
五
・
同
月
甲
午

係
。
曾
編
谷
一
一
八
・
同
年
九
月
十
三
日
係
。
要
銀
各
十
七
・
同
月
辛
丑

係
。
曾
編
谷

一
一
九
・
明
貫
録
谷
十
八
・
周
年
十
一
月
壬
辰
係
。
宋
史
谷
三

七
二
・
王
庶
山
内
。
要
録
谷
三
四
・
建
炎
四
年
六
月
戊
寅
係
。

四
章
イ
項
参
照
。
詳
細
は
別
稿
に
ゆ
ず
る
。

宋
史
省
二
八
七
・
職
官
志
「
宣
撫
使
」
。
朝
野
雑
記
・
甲
集
谷
十
一
・
「
宣

撫
腿
霞
使
」
。
六
曹
・
寺
監
・
帥
司
の
上
に
立
ち
、
所
轄
内
の
あ
ら
ゆ
る

人
事
に
専
決
械
を
得
た
濁
任
の
職
。
註

ω諸
係
。
拙
稿
「
南
宋
建
国
期
の
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武
将
勢
力
に
就
い
て
の
一
考
察
」
参
照
。

張
波
が
政
府
に
示
し
た
封
立
的
行
動
の
例
は
少
く
な
い
。
詳
細
は
別
稿
に

ゆ
ず
る
。

要
録
省
二
五
・
建
炎
三
年
七
月
庚
子
保
。

註

ω参
照
。
要
録
谷
五
・
建
炎
元
年
五
月
乙
卯
係
。

要
録
谷
四
三
・
紹
興
元
年
四
月
丁
亥
係
「
然
議
者
謂
。
使
(
曲
)
端
不

死
。
一
日
↑
得
志
。
蓬
其
廃
辱
之
憾
。
端
一
揺
足
。
秦
萄
非
朝
廷
所
有
。
雄

殺
之
可
也
。
」

要
銀
各
三
・
建
炎
元
年
三
月
戊
午
係
。
宋
曾
要
稿
・
職
官
第
四
一
冊
「
総

領
所
」
項
。
朝
野
雑
記
甲
集
単
位
十
一
「
総
領
諸
路
財
賦
」
項
。
宋
史
容
一

六
七
・
職
官
志
「
総
領
」
項
。

要
録
各
九
五
・
紹
興
五
年
十
一
月
乙
酉
係
「
越
関
嘗
論
。
総
領
財
賦
於
四

路
糟
計
或
不
相
関
。
云
云
。
」

宋
史
容
三
七
四
・
越
関
待
。
要
銀
各
四
・
建
炎
元
年
四
月
丁
亥
係
。
同
香

容
十
一
・
同
年
十
二
月
甲
戊
係
。

日
野
先
生
著
「
交
子
の
脂
製
淫
に
つ
い
て
」
参
照
。

此
の
狙
い
を
も
っ
所
謂
張
波
人
事
に
は
、
窟
卒
大
敗
の
後
、
更
に
一
段
と

明
瞭
な
路
線
が
確
認
さ
れ
る
。

命
聞
編
省
一
四
二
・
建
炎
四
年
九
月
二
十
日
係
。

要
録
省
三
九
・
建
炎
元
年
十
二
月
甲
戊
係
。
岡
谷
十
八
・
建
炎
二
年
十
一

月
己
酉
係
。

註
師
参
照
。

要
録
谷
三
六
・
建
炎
四
年
八
月
突
未
係
。
同
省
三
二
・
建
炎
四
年
四
月
戊

子
保
は
間
接
の
参
考
と
な
る
。

曾
編
省
二
三
七
・
紹
興
三
十
一
日
ヰ
十
月
二
十
九
日
係
。
太
閤
学
生
程
宏
闘
の

上
書
。
中
興
備
覧
第
一
「
議
用
兵
」
の
項
。

本
稿
の
成
る
に
嘗
り
、
懇
切
な
御
指
導
を
頂
い
た
日
野
先
生
を
始
め
、
色
々

と
御
便
宜
を
賜
っ
た
斯
波
義
信
、
原
口
仁
の
諮
大
兄
に
深
く
謝
意
を
表
す
る

次
第
で
あ
る
。
(
何
本
稿
は
昭
和
三
十
二

l
三
十
三
年
度
の
文
部
省
科
事
研
究

費
に
よ
る
綜
合
研
究
の
分
携
報
告
の
一
部
で
あ
る
。
)

《
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